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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像に付与される複数種類の付加情報を記憶する記憶部と、
　前記複数の画像の各々の特徴量を算出する演算部と、
　前記特徴量に基づいて、前記複数種類の付加情報の内から１種類以上の付加情報を抽出
する付加情報抽出部と、
　前記１種類以上の付加情報に対応する１つ以上のアイコンを生成して画面に表示させる
表示制御部と、
　ユーザの操作に応じた信号の入力を受け付ける入力部と、
　前記複数の画像から、前記入力部によって受け付けられた信号に応じて画像を選択する
画像選択部と、
　前記画像選択部によって選択された画像と、前記１つ以上のアイコンの内からユーザに
より選択されたアイコンとを関連付ける操作信号の入力が前記入力部によって受け付けら
れた 場合に、前記選択された画像に対し、当該画像に関連付けられたアイコンに対応す
る付加情報を付与する付加情報付与部と、
を備えることを特徴とする画像管理装置。
【請求項２】
　前記付加情報抽出部は、前記複数の画像を前記特徴量に基づいて分類されるグループ毎
に、前記１種類以上の付加情報を抽出することを特徴とする請求項１に記載の画像管理装
置。
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【請求項３】
　前記画像は医用画像であり、
　前記グループは臓器グループであることを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記複数の画像に対応する時間又は空間の指標を表すバーと、該バ
ー上のポイントを指示するスライダとを前記画面に表示させ、
　前記付加情報抽出部は、前記スライダによって指示されたポイントに対応する時間又は
空間における臓器グループに応じて、前記１種類以上の付加情報を抽出することを特徴と
する請求項３に記載の画像管理装置。
【請求項５】
　前記付加情報抽出部は、前記画像選択部によって選択された画像の前記特徴量に対応す
る前記１種類以上の付加情報を抽出することを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置
。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記１つ以上のアイコンを、対応する付加情報が付与された頻度に
応じた形態で画面に表示させることを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記１つ以上のアイコンを、前記複数の画像の特徴量に応じた形態
で画面に表示させることを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記選択された画像に付与された付加情報を、当該画像と関連付け
て画面に表示させることを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項９】
　前記画面に表示された前記１つ以上のアイコンの内から、前記入力部によって受け付け
られた信号に応じて選択されたアイコンに対応する付加情報を選択する付加情報選択部と
、
　前記複数の画像から、前記付加情報選択部によって選択された付加情報が付与された画
像を抽出する画像抽出部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項１０】
　前記画像は医用画像であり、
　前記付加情報は、前記医用画像に映された病変に対応する病変ラベルであることを特徴
とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記選択された画像に付与された付加情報を、当該画像のサムネイ
ル画像と並べて画面に表示させることを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項１２】
　複数の画像の各々の特徴量を演算部が算出する演算ステップと、
　記憶部に予め記憶されている前記複数の画像に付与される複数種類の付加情報の内から
、付加情報抽出部が前記特徴量に基づいて、１種類以上の付加情報を抽出する付加情報抽
出ステップと、
　前記１種類以上の付加情報に対応する１つ以上のアイコンを表示制御部が生成して画面
に表示させる表示制御ステップと、
　ユーザの操作に応じた信号の入力を入力部が受け付ける入力ステップと、
　前記複数の画像から、前記入力ステップにおいて受け付けられた信号に応じて画像を画
像選択部が選択する画像選択ステップと、
　前記画像選択ステップにおいて選択された画像と、前記１つ以上のアイコンの内からユ
ーザにより選択されたアイコンとを関連付ける操作信号の入力が受け付けられた場合に、
前記選択された画像に対し、当該画像に関連付けられたアイコンに対応する付加情報を付
加情報付与部が付与する付加情報付与ステップと、
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を含むことを特徴とする画像管理装置の作動方法。
【請求項１３】
　複数の画像の各々の特徴量を算出する演算ステップと、
　記憶部に予め記憶されている前記複数の画像に付与される複数種類の付加情報の内から
、前記特徴量に基づいて、１種類以上の付加情報を抽出する付加情報抽出ステップと、
　前記１種類以上の付加情報に対応する１つ以上のアイコンを生成して画面に表示させる
表示制御ステップと、
　ユーザの操作に応じた信号の入力を受け付ける入力ステップと、
　前記複数の画像から、前記入力ステップにおいて受け付けられた信号に応じて画像を選
択する画像選択ステップと、
　前記画像選択ステップにおいて選択された画像と、前記１つ以上のアイコンの内からユ
ーザにより選択されたアイコンとを関連付ける操作信号の入力が受け付けられた場合に、
前記選択された画像に対し、当該画像に関連付けられたアイコンに対応する付加情報を付
与する付加情報付与ステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする画像管理プログラム。
【請求項１４】
　被検体の体内に導入されて撮像を行い、該被検体の体内画像に対応する画像データを生
成するカプセル型内視鏡と、
　前記カプセル型内視鏡により生成された画像データを、前記カプセル型内視鏡との間の
無線通信により受信する受信装置と、
　請求項１に記載の画像管理装置と、
を備えることを特徴とするカプセル型内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に導入されたカプセル型内視鏡が取得した体内画像を表示する画像
管理装置、方法、及びプログラム、並びにカプセル型内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体内に導入されて体内を撮像するカプセル型内視鏡を用いた被検体の診察に際して
は、カプセル型内視鏡によって取得された体内画像群を、疑似動画もしくは静止画一覧に
て観察を行い、異常所見のあるものを選び出す作業が行われる。この作業は読影と呼ばれ
る。
【０００３】
　通常、ユーザ（例えば読影医）は、異常所見のある体内画像を発見した場合、後の診断
の際にその体内画像を抽出できるように、ラベル等の付加情報を画像に付与して管理する
。このラベル付けは、従来、体内画像毎にテキスト入力することによって行われていた。
しかしながら、１回の検査において撮像される体内画像群は、例えば約６万枚（約８時間
分）にも上るため、ラベル付けの作業負担は非常に大きい。
【０００４】
　そのため、テキスト入力等の操作を逐一行うことなく、各体内画像にラベルを簡単に付
与できる技術が求められている。例えば特許文献１には、画面上で画像をマウスによりド
ラッグするなどの方法で選択し、分類項目のアイコン上でドロップすることにより、画像
を分類することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１３２９３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、体内画像の場合、異常所見の種類等に対応して、ラベルの種類が多い。
そのため、上記特許文献１に開示された技術を適用しようとする場合、ユーザは、画面に
表示された多数のアイコンの中から各体内画像に付与すべきラベルに対応するアイコンを
選択しなくてはならず、作業負担は依然として大きい。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、カプセル型内視鏡によって取得された体
内画像等の画像に対し、簡単な作業で付加情報を付与することができる画像管理装置、画
像管理方法、画像管理プログラム、及びカプセル型内視鏡システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る画像管理装置は、外部か
らの操作に応じた信号の入力を受け付ける入力部と、複数の画像に付与される複数種類の
付加情報を記憶する記憶部と、前記複数の画像の各々の特徴量を算出する演算部と、前記
複数の画像から、前記入力部によって受け付けられた信号に応じて画像を選択する画像選
択部と、前記特徴量に基づいて、前記複数種類の付加情報の内から１種類以上の付加情報
を抽出する付加情報抽出部と、前記１種類以上の付加情報に対応する１つ以上のアイコン
を生成して画面に表示させる表示制御部と、前記画像選択部によって選択された画像と、
前記１つ以上のアイコンの内のいずれかとを関連付ける操作信号が入力された場合に、前
記選択された画像に対し、当該画像に関連付けられたアイコンに対応する付加情報を付与
する付加情報付与部とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　上記画像管理装置において、前記付加情報抽出部は、前記複数の画像を前記特徴量に基
づいて分類されるグループ毎に、前記１種類以上の付加情報を抽出することを特徴とする
。
【００１０】
　上記画像管理装置において、前記画像は医用画像であり、前記グループは臓器グループ
であることを特徴とする。
【００１１】
　上記画像管理装置において、前記表示制御部は、前記複数の画像に対応する時間又は空
間の指標を表すバーと、該バー上のポイントを指示するスライダとを前記画面に表示させ
、前記付加情報抽出部は、前記スライダによって指示されたポイントに対応する時間又は
空間における臓器グループに応じて、前記１種類以上の付加情報を抽出することを特徴と
する。
【００１２】
　上記画像管理装置において、前記付加情報抽出部は、前記画像選択部によって選択され
た画像の前記特徴量に対応する前記１種類以上の付加情報を抽出することを特徴とする。
【００１３】
　上記画像管理装置において、前記表示制御部は、前記１つ以上のアイコンを、対応する
付加情報が付与された頻度に応じた形態で画面に表示させることを特徴とする。
【００１４】
　上記画像管理装置において、前記表示制御部は、前記１つ以上のアイコンを、前記複数
の画像の特徴量に応じた形態で画面に表示させることを特徴とする。
【００１５】
　上記画像管理装置において、前記表示制御部は、前記選択された画像に付与された付加
情報を、当該画像と関連付けて画面に表示させることを特徴とする。
【００１６】
　上記画像管理装置は、前記画面に表示された前記１つ以上のアイコンの内から、前記入
力部によって受け付けられた信号に応じて選択されたアイコンに対応する付加情報を選択
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する付加情報選択部と、前記複数の画像から、前記付加情報選択部によって選択された付
加情報が付与された画像を抽出する画像抽出部とをさらに備えることを特徴とする。
【００１７】
　上記画像管理装置において、前記画像は医用画像であり、前記付加情報は、前記医用画
像に映された病変に対応する病変ラベルであることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る画像管理方法は、外部からの操作に応じた信号の入力を受け付ける入力ス
テップと、複数の画像の各々の特徴量を算出する演算ステップと、記憶部に予め記憶され
ている前記複数の画像に付与される複数種類の付加情報の内から、前記特徴量に基づいて
、１種類以上の付加情報を抽出する付加情報抽出ステップと、前記１種類以上の付加情報
に対応する１つ以上のアイコンを生成して画面に表示させる表示制御ステップと、前記複
数の画像から、前記入力ステップにおいて受け付けられた信号に応じて画像を選択する画
像選択ステップと、前記画像選択ステップにおいて選択された画像と、前記１つ以上のア
イコンの内のいずれかとを関連付ける操作信号が入力された場合に、前記選択された画像
に対し、当該画像に関連付けられたアイコンに対応する付加情報を付与する付加情報付与
ステップとを含むことを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る画像管理プログラムは、外部からの操作に応じた信号の入力を受け付ける
入力ステップと、複数の画像の各々の特徴量を算出する演算ステップと、記憶部に予め記
憶されている前記複数の画像に付与される複数種類の付加情報の内から、前記特徴量に基
づいて、１種類以上の付加情報を抽出する付加情報抽出ステップと、前記１種類以上の付
加情報に対応する１つ以上のアイコンを生成して画面に表示させる表示制御ステップと、
前記複数の画像から、前記入力ステップにおいて受け付けられた信号に応じて画像を選択
する画像選択ステップと、前記画像選択ステップにおいて選択された画像と、前記１つ以
上のアイコンの内のいずれかとを関連付ける操作信号が入力された場合に、前記選択され
た画像に対し、当該画像に関連付けられたアイコンに対応する付加情報を付与する付加情
報付与ステップとをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係るカプセル型内視鏡システムは、被検体の体内に導入されて撮像を行い、該
被検体の体内画像に対応する画像データを生成するカプセル型内視鏡と、前記カプセル型
内視鏡により生成された画像データを、前記カプセル型内視鏡との間の無線通信により受
信する受信装置と、上記画像管理装置とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、画像の特徴量に応じて抽出された付加情報に対応するアイコンが画面
に表示されるので、ユーザは、所望の画像とアイコンとを画面上で関連付けるという操作
を行うだけで、簡単且つ効率的に画像に付加情報を付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡システムの構成を示す模
式図である。
【図２】図２は、図１に示す画像管理装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、実施の形態１における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図４】図４は、実施の形態１における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図５】図５は、実施の形態１における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図６】図６は、変形例１－１における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図７】図７は、変形例１－２における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図８】図８は、変形例１－３における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図９】図９は、変形例１－４における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図１０】図１０は、変形例１－６における読影画面の表示例を示す模式図である。
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【図１１】図１１は、変形例１－７における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図１２】図１２は、変形例１－８におけるレポート作成画面の表示例を示す模式図であ
る。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態２に係る画像管理装置の構成を示すブロック図
である。
【図１４】図１４は、実施の形態２における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図１５】図１５は、実施の形態２における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図１６】図１６は、実施の形態２における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図１７】図１７は、変形例２－１における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図１８】図１８は、変形例２－２における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図１９】図１９は、変形例２－３における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図２０】図２０は、変形例２－４におけるオーバービュー（静止画一覧表示）画面の表
示例を示す模式図である。
【図２１】図２１は、変形例２－７における動画用の読影画面の表示例を示す模式図であ
る。
【図２２】図２２は、変形例２－９における経過観察画面の表示例を示す模式図である。
【図２３】図２３は、変形例２－１０におけるアトラス画面の表示例を示す模式図である
。
【図２４】図２４は、実施の形態３における読影画面の表示例を示す模式図である。
【図２５】図２５は、本発明の実施の形態４に係る画像管理装置の構成を示すブロック図
である。
【図２６】図２６は、実施の形態４における読影画面の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に、本発明の実施の形態に係るカプセル型内視鏡システムについて、図面を参照し
ながら説明する。なお、以下の説明においては、一例として、被検体の体内に導入された
体内画像を撮像するカプセル型内視鏡を含むシステムを例示するが、この実施の形態によ
って本発明が限定されるものではない。
【００２４】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡システムの概略構成例を示す模
式図である。図１に示す内視鏡システムは、被検体１の体内に導入され、撮像を行って取
得した画像データを無線送信するカプセル型内視鏡２と、カプセル型内視鏡２から無線送
信された画像データを受信する受信装置３と、受信装置３からクレードル４を介して転送
された画像データに基づく体内画像を管理する画像管理装置５とを備える。
【００２５】
　カプセル型内視鏡２は、被検体内を照明する照明素子と、被検体内からの反射光を集光
する集光レンズと、受光した光を電気信号（撮像信号）に変換するＣＣＤ等の撮像素子と
、撮像素子によって取得された撮像信号を処理する信号処理部を構成するＩＣと、送信用
無線アンテナ等の各種部品とを内蔵している。カプセル型内視鏡２は、被検体１の口から
飲み込まれた後、臓器の蠕動運動等によって被検体１の消化管内を移動しつつ、生体部位
（食道、胃、小腸、および大腸等）を所定の時間間隔（例えば０．５秒間隔）で順次撮像
する。そして、撮像によって得られた撮像信号に対して所定の信号処理を施すことにより
画像データを生成し、この画像データを該画像データの関連情報と共に受信装置３に順次
無線送信する。この関連情報には、カプセル型内視鏡２の個体を識別するために割り当て
られた識別情報（例えばシリアル番号）等が含まれる。
【００２６】
　受信装置３は、複数（図１においては８個）の受信アンテナ３０ａ～３０ｈを含むアン
テナユニット３０を介して、カプセル型内視鏡２から無線送信された画像データ及び関連
情報を受信する。各受信アンテナ３０ａ～３０ｈは、例えばループアンテナを用いて実現
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され、被検体１の体外表面上の所定位置（例えば、カプセル型内視鏡２の通過経路である
被検体１内の各臓器に対応した位置）に配置される。
【００２７】
　受信装置３は、カプセル型内視鏡２によって撮像が行われている間（例えば、カプセル
型内視鏡２が被検体１の口から導入され、消化管内を通過して排出されるまでの間）、被
検体１に携帯される。受信装置３は、この間、アンテナユニット３０を介して受信した画
像データに、各受信アンテナ３０ａ～３０ｈにおける受信強度情報や受信時刻情報等の関
連情報をさらに付加し、画像データ及び関連情報を内蔵メモリに格納する。カプセル型内
視鏡２による撮像の終了後、受信装置３は被検体１から取り外され、画像管理装置５のＵ
ＳＢポート等に接続されたクレードル４にセットされる。それにより、受信装置３は画像
管理装置５と接続され、内蔵メモリに格納された画像データ及び関連情報が画像管理装置
５に転送される。
【００２８】
　なお、画像管理装置５への画像データ等の取り込みは、上記クレードル４を介した方法
に限定されない。例えば、サーバに保存された画像データ等に対する処理を行う場合には
、サーバと接続された通信装置を介して画像データ等を取り込んでも良いし、ＣＤ－Ｒ、
ＤＶＤ－Ｒ等の可搬型の記録媒体に記録された画像データ等に対する処理を行う場合には
、例えば画像管理装置５に内蔵された読取装置により記録媒体から画像データ等を読み込
んでも良い。或いは、画像管理装置５に医用観察装置を接続し、当該医用観察装置から直
接画像データ等を取り込んでも良い。
【００２９】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る画像管理装置の構成を示すブロック図である。図
２に示す画像管理装置５は、入力部１０と、インタフェース（Ｉ／Ｆ）部１１と、一時記
憶部１２と、画像処理部１３と、記憶部１４と、表示部１５と、これらの各部を制御する
制御部１６とを備える。
【００３０】
　入力部１０は、例えばキーボードやマウス、タッチパネル、各種スイッチ等の入力デバ
イスによって実現される。入力部１０は、ユーザの操作に応じた操作信号の入力を受け付
け、インタフェース部１１を介して制御部１６に入力する。
【００３１】
　インタフェース部１１は、ＵＳＢポート等の外部機器（可搬型の記録媒体から画像デー
タを読み取る読取装置等）との接続ポートを含み、入力部１０を介して入力される種々の
命令及び情報や、ＵＳＢポート等を介して入力される画像データ及びその関連情報を表す
信号の入力等を受け付ける。
【００３２】
　一時記憶部１２は、ＤＲＡＭやＳＲＡＭ等の揮発性メモリによって実現され、インタフ
ェース部１１を介して入力された画像データ及びその関連情報を一時的に記憶する。或い
は、一時記憶部１２の代わりに、ＨＤＤ、ＭＯ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録媒体及び
該記録媒体を駆動する駆動装置を設け、インタフェース部１１から入力された画像データ
を上記記録媒体に一旦格納するようにしても良い。
【００３３】
　画像処理部１３は、一時記憶部１２に記憶された画像データに対してホワイトバランス
処理、デモザイキング、色変換、濃度変換（ガンマ変換等）、平滑化（ノイズ除去等）、
鮮鋭化（エッジ強調等）等の画像処理を施して一連の体内画像を生成すると共に、各体内
画像の特徴量を算出する演算部である。画像処理部１３によって算出される特徴量として
は、体内画像の輝度値、色特徴量（ＲＧＢ値、色相値等）、構造特徴量（エッジ量等）、
及びこれらの特徴量の分布等が用いられる。
【００３４】
　記憶部１４は、フラッシュメモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の半導体メモリや、ＨＤＤ、ＭＯ
、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録媒体及び該記録媒体を駆動する駆動装置等によって実現
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される。記憶部１４は、画像管理装置５を動作させると共に種々の機能を画像管理装置５
に実行させるためのプログラムや、プログラムの実行中に使用されるデータ（辞書データ
等）を記憶する。具体的には、記憶部１４は、画像処理が施された体内画像に対応する画
像データを記憶する画像データ記憶部１４ａと、画像処理部１３によって算出された体内
画像の特徴量を記憶する特徴量記憶部１４ｂと、体内画像に付与される付加情報であるラ
ベルを複数種類記憶するラベル記憶部１４ｃと、体内画像にラベルを付与して管理するた
めの一連の処理を制御部１６に実行させる画像管理プログラムを記憶するプログラム記憶
部１４ｄとを有する。
【００３５】
　画像データ記憶部１４ａは、体内画像を時系列に記憶しても良いし、制御部１６の制御
に従い、体内画像を複数のグループに分類して記憶しても良い。例えば、画像処理部１３
が算出した色特徴量に基づいて、体内画像を時系列に並べたときの臓器の境界（食道と胃
との境界、胃と小腸との境界、小腸と大腸との境界等）が特定された場合、画像データ記
憶部１４ａは、一連の体内画像を臓器の境界に従って臓器グループに分類して記憶する。
ここで、臓器の境界は、カプセル型内視鏡２が被検体内を移動する際の所定の通過位置（
例えば、食道の入口や胃の入口）から算出された消化管の長さを表す距離（以下、移動距
離ともいう）の順に体内画像を並べた場合の境界や、カプセル型内視鏡２が被検体内にお
いて移動した軌跡に基づいて体内画像を並べた場合の境界といった空間的な指標に基づく
ものであっても良い。なお、カプセル型内視鏡２の軌跡は、例えば、画像データの関連情
報（受信強度情報及び受信時刻情報）に基づいて、各体内画像が取得された時刻における
カプセル型内視鏡２の位置を推定し、これらの位置を連結することによって取得される。
【００３６】
　ラベル記憶部１４ｃが記憶するラベルは、医学的に意味のあるキーワードからなる情報
であり、病名（例えば、胃潰瘍、胃癌、潰瘍性大腸炎）や、病変の症状名（例えば、出血
、血管異形成、ただれ、潰瘍、ポリープ、癌）等が含まれる。或いは、ラベルとして、色
特徴量に基づいて分類された臓器ラベル（例えば、胃、小腸、大腸）を用いても良い。
【００３７】
　表示部１５は、ＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ、ＥＬディスプレイ等の表示装
置によって実現される。表示部１５は、制御部１６の制御の下で、体内画像等を所定の形
式で画面に表示する。
【００３８】
　制御部１６は、ＣＰＵ等のハードウェアによって実現され、プログラム記憶部１４ｄに
記憶された各種プログラムを読み込むことにより、インタフェース部１１を介して入力さ
れる画像データや各種操作信号に従って、画像管理装置５を構成する各部への指示やデー
タの転送等を行い、画像管理装置５全体の動作を統括的に制御する。具体的には、制御部
１６は、画像選択部１７と、ラベル抽出部１８と、表示制御部１９と、ラベル付与部２０
とを含む。
【００３９】
　画像選択部１７は、画像データ記憶部１４ａに記憶された画像データに対応する複数の
体内画像の内から、入力部１０から入力された信号に応じて体内画像を選択する。
【００４０】
　ラベル抽出部１８は、特徴量記憶部１４ｂに記憶された特徴量に基づき、ラベル記憶部
１４ｃに記憶された複数種類のラベルの内から、画像選択部１７によって選択された体内
画像に付与されるラベルの候補として１種類以上のラベルを抽出する。より詳細には、ラ
ベル抽出部１８は、選択された体内画像に対応する臓器を判別し、臓器毎に生じ得る病変
ラベルを抽出する。例えば、選択された体内画像が胃に対応する場合、潰瘍ラベル、ただ
れラベル、出血ラベル、及び癌ラベルが抽出される。また、選択された体内画像が小腸に
対応する場合、出血ラベル、血管異形成ラベル、及び腫瘍ラベルが抽出される。さらに、
選択された体内画像が大腸に対応する場合、出血ラベル、癌ラベル、及びポリープラベル
が抽出される。
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【００４１】
　この際に、ラベル抽出部１８は、選択された体内画像が取得された時間（撮像時間）に
基づいて、対応する臓器を判別しても良いし、選択された体内画像の特徴量に基づいて、
対応する臓器を判別しても良い。或いは、ラベル抽出部１８は、選択された体内画像に対
応するカプセル型内視鏡２の移動距離に基づいて、対応する臓器を判別しても良いし、選
択された体内画像を取得したカプセル型内視鏡２の軌跡に基づいて、対応する臓器を判別
しても良い。更には、表示部１５に表示される読影画面（後述）に、ユーザが入力可能な
臓器情報の入力欄を設け、ラベル抽出部１８は、ユーザの判断により当該入力欄に入力さ
れた臓器情報に基づいて、対応する臓器を判別しても良い。
【００４２】
　表示制御部１９は、画像データ記憶部１４ａに記憶された画像データやその他各種情報
に基づいて、体内画像等が所定の形式で配置された画面を生成して表示部１５に表示させ
る。例えば、表示制御部１９は、ラベル抽出部１８によって抽出された病変ラベルに対応
するラベルボックスのアイコンを生成し、表示部１５に表示させる。
【００４３】
　ラベル付与部２０は、画像選択部１７によって選択された体内画像と表示部１５に表示
されたラベルボックスのアイコンとを関連付ける信号が入力部１０から入力された場合に
、当該選択された体内画像に対して、関連付けられたアイコンに対応するラベルを付与す
る。
　このような画像管理装置５は、例えばワークステーションやパーソナルコンピュータに
よって実現される。
【００４４】
　次に、画像管理装置５の動作について、図３～図５を参照しながら説明する。図３～図
５は、表示部１５に表示される読影画面の表示例を示す模式図である。
【００４５】
　図３に示す読影画面１００は、患者である被検体１の識別情報が表示される患者情報領
域１０１と、被検体１に対して行った診察の識別情報を表示する診察情報領域１０２と、
一連の体内画像が順次再生される主表示領域１０３と、主表示領域１０３に表示される体
内画像１０３ａ及び１０３ｂの再生操作の入力を受け付ける再生操作ボタン群１０４と、
体内画像の画像サイズを縮小した縮小画像１０５ａ、１０５ｂ、…がサムネイルとして表
示されるサムネイル領域１０５と、一連の体内画像に対応する時間（例えば、撮像時間）
の指標を表すタイムバー１０７及び該タイムバー上のポイントを指示するスライダ１０６
と、体内画像に付与される病変ラベルに対応するラベルボックスのアイコン１１１ａ～１
１１ｄが表示されるラベルボックス表示領域１０８とを含む。
【００４６】
　タイムバー１０７は、カプセル型内視鏡２が被検体１内に導入されてから排出されるま
での時間に対応するスケールであり、撮像時間に対応して臓器毎に色分け表示（図３にお
いては色の違いを模様の違いで表示）されている。具体的には、例えば、タイムバー１０
７上の領域１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃ、１０７ｄは、それぞれ、食道、胃、小腸、大
腸に対応している。なお、撮像時間は、カプセル型内視鏡２が被検体１内に導入された時
刻からの経過時間を表す。スライダ１０６は、主表示領域１０３に表示中の体内画像に対
応するタイムバー１０７上のポイントを指示する。
【００４７】
　なお、タイムバー１０７を表示する代わりに、一連の体内画像に対応する空間（例えば
、撮像箇所）の指標を表すバーを表示しても良い。例えば、カプセル型内視鏡２が被検体
内を移動する際の所定の通過位置（例えば、食道の入口や胃の入口）から算出した消化管
の長さを表す距離バーや、カプセル型内視鏡２が移動した軌跡を描画したカプセル軌跡図
といった空間的な指標であっても良い。また、スライダ１０６は、上記距離バーや上記カ
プセル軌跡図上のポイントを指すものであっても良い。
【００４８】
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　サムネイル領域１０５には、例えば、主表示領域１０３に対するポインタ操作により選
択された体内画像のキャプチャ画像が縮小表示される。図３において、各縮小画像１０５
ａ、１０５ｂ、…は、それぞれの撮像時間を表すタイムバー１０７上のポイントと結線表
示されている。
【００４９】
　ラベルボックス表示領域１０８には、スライダ１０６が指示するポイント（体内画像１
０３ａ、１０３ｂの撮像時間に対応）が含まれる領域に対応する臓器に応じたアイコンが
表示される。例えば、図３においては、スライダ１０６が胃に対応する領域１０７ｂ内を
指示しているため、ラベルボックス表示領域１０８には、胃に関する病変ラベルに対応し
て、腫瘍を示すアイコン１１１ａ、ただれを示すアイコン１１１ｂ、出血を示すアイコン
１１１ｃ、及び癌を示すアイコン１１１ｄが表示されている。
【００５０】
　なお、図３においては、主表示領域１０３に２つの体内画像１０３ａ及び１０３ｂが表
示されているが、主表示される画像は１つでも良いし、３つ以上でも良い。また、主表示
される体内画像は動画であっても良いし、静止画であっても良い。
【００５１】
　図４に示すように、マウスやタッチパネル等によって画面上のポインタ１０９を移動さ
せる操作を行うことにより、ポインタ１０９の先端が指示するスライダ１０６を移動させ
ると、主表示領域１０３の画像が、スライダ１０６が指示する撮像時間に対応した体内画
像１０３ｃ、１０３ｄに切り替えられる。また、スライダ１０６の移動に応じて、ラベル
抽出部１８は、スライダ１０６が指示する領域に対応する臓器に応じた病変ラベルをラベ
ル記憶部１４ｃから抽出する。また、表示制御部１９は、表示部１５に対し、抽出された
病変ラベルに対応するアイコンをラベルボックス表示領域１０８内に表示させる。例えば
図４は、スライダ１０６が小腸に対応する領域１０７ｃを指示している状態を表す。この
とき、ラベルボックス表示領域１０８には、小腸に対応して、出血を示すアイコン１１２
ａ、血管異形成を示すアイコン１１２ｂ、及び腫瘍を示すアイコン１１２ｃが表示される
。
【００５２】
　このような読影画面１００において、サムネイル領域１０５に表示された縮小画像１０
５ａ、１０５ｂ、…の内のいずれかとアイコン１１２ａ～１１２ｃの内のいずれかとを関
連付けるポインタ操作が行われた場合、ラベル付与部２０は、ポインタにより選択された
縮小画像に対応する体内画像に対し、これに関連付けられたアイコンに対応する病変ラベ
ルを付与する。
【００５３】
　例えば、ユーザは、目視により縮小画像１０５ｄに血管異形成が認められると判断した
場合、縮小画像１０５ｄをドラッグして血管異形成を示すアイコン１１２ｂにドロップす
る（図４の破線矢印）。これに応じて、ラベル付与部２０は、縮小画像１０５ｄに対応す
る体内画像に血管異形成ラベルを付与し、画像データと関連付けて画像データ記憶部１４
ａに記憶させる。
【００５４】
　なお、縮小画像とアイコンとを関連付ける操作は、上記ドラッグ＆ドロップに限定され
ず、例えば、アイコン側をドラッグして縮小画像にドロップしたり、縮小画像を選択した
状態でアイコンをクリックする等の操作であっても良い。
【００５５】
　この後、表示制御部１９は、表示部１５に対し、体内画像に付与された病変ラベルに対
応する文字情報を縮小画像の近傍に表示させる。例えば図５に示す読影画面１００におい
ては、縮小画像１０５ｄ下部のラベル表示領域１１０に、血管異形成ラベルに対応する「
血管異形成」との文字情報が表示されている。
【００５６】
　以上説明したように、実施の形態１によれば、ユーザは、縮小画像１０５ａ、１０５ｂ
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、…を選択してラベルボックス表示領域１０８内のアイコンにドラッグ＆ドロップすると
いう簡単な操作のみで、所望の体内画像に病変ラベルを付与することができる。また、ラ
ベルボックス表示領域１０８には、スライダ１０６が指示する臓器に対応するアイコンの
みが表示されるので、ユーザは、所望のアイコンを容易に選択することができる。従って
、ラベル付け作業におけるユーザの負担を大きく軽減することが可能となる。
【００５７】
　また、実施の形態１によれば、各体内画像に病変ラベルを付与して管理するので、例え
ば、読影時に注目した体内画像を、後の段階（例えばレポート作成段階）において容易に
抽出することが可能となる。
【００５８】
（変形例１－１）
　上記ラベル付け作業は、主表示領域１０３に表示された体内画像１０３ａ、１０３ｂを
所望のアイコンと関連付ける操作により行っても良い。具体的には、図６に示すように、
主表示された体内画像１０３ｃ、１０３ｄをラベルボックス表示領域１０８内の所望のア
イコンに対してドラッグ＆ドロップする等の操作を行う。なお、図６は、体内画像１０３
ｃが出血を示すアイコン１１２ａにドラッグ＆ドロップされる様子を示しており、この場
合、ラベル付与部２０は、体内画像１０３ａに対して出血ラベルを付与する。このとき、
表示制御部１９は、付与された病変ラベルに対応する文字情報を体内画像１０３ａの近傍
に表示させても良い。例えば、図６では、体内画像１０３ｂ下部のラベル表示領域１１３
に、出血ラベルに対応する「出血」との文字情報が表示されている。或いは、表示制御部
１９は、病変ラベルが付与された体内画像の縮小画像をサムネイル領域１０５に表示させ
、付与された病変ラベルに対応する文字情報を縮小画像近傍のラベル表示領域１１０に表
示させても良い。
【００５９】
（変形例１－２）
　ラベルボックス表示領域１０８内に表示されるアイコンは、ユーザによって選択された
画像に応じて設定することとしても良い。例えば、図７に示すように、画面上のポインタ
操作により縮小画像１０５ｆが選択された場合、ラベル抽出部１８は、当該縮小画像１０
５ｆに対応する体内画像の色特徴量に基づいて（又は、予め臓器ラベルが付与されている
場合には臓器ラベルに応じて）対応する病変ラベルを抽出する。また、表示制御部１９は
、表示部１５に対し、抽出された病変ラベルに対応するアイコンを表示させる。なお、図
７は、大腸を表す縮小画像１０５ｆに対応して、癌を示すアイコン１１４ａ、ポリープを
示すアイコン１１４ｂ、及び出血を示すアイコン１１４ｃがラベルボックス表示領域１０
８に表示されている状態を示す。
【００６０】
（変形例１－３）
　ラベルボックス表示領域は、画面内のどの位置にどのように配置しても構わない。具体
的には、ラベルボックス表示領域を画面内の上辺側、下辺側、右辺側、左辺側のいずれの
位置に配置しても良いし、水平方向又は垂直方向のいずれの向きに配置しても良い。例え
ば図８は、ラベルボックス表示領域１２１を読影画面１２０の下辺に沿って配置した例を
表す。この場合、ラベルボックス表示領域１２１内のアイコン１１１ａ～１１１ｄとサム
ネイル領域１０５内の縮小画像１０５ａ、１０５ｂ、…との間隔が近づくので、ドラッグ
＆ドロップにおける移動量が低減され、ラベル付け作業におけるユーザの負担をさらに軽
減することが可能となる。
【００６１】
（変形例１－４）
　ラベルボックス表示領域内に表示されるアイコンは、ユーザの選択により切り替えられ
るようにしても良い。例えば図９に示すように、読影画面１３０のラベルボックス表示領
域１０８内に、臓器で分類される複数のタブ画面１３１～１３３を設け、各タブ画面１３
１～１３３に臓器毎の病変ラベルに対応するアイコンを表示する。なお、図９は、胃に対
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応するタブ画面１３１が選択されて最前面に表示されている状態を示す。ユーザは、この
ような読影画面１３０上におけるポインタ操作によってタブ画面を選択することにより、
所望のタブ画面を最前面に表示させることができる。或いは、タイムバー１０７上のスラ
イダ１０６に対する操作によって示される臓器と連動して、最前面に表示されるタブ画面
が入れ替わるようにしても良い。
【００６２】
（変形例１－５）
　ラベルボックス表示領域内におけるアイコンの表示形態や配列は特に限定されない。
　個別のアイコンの表示形態に関しては、各アイコン上に、対応する病変名をテキストで
表示しても良いし（例えば図３のアイコン１１１ａ～１１１ｄ参照）、対応する病変を表
すマークを表示しても良い。また、各アイコン上に表示されるテキストやマークを、ユー
ザの好みで編集又は変更できるようにしても良い。アイコン上に表示される病変名を編集
する場合には、当該画像管理装置５に内蔵された辞書データ（レポート作成等に用いられ
る用語データ）と連動させると良い。それにより、ユーザがレポートを作成する際の操作
を簡単にすることができる。
【００６３】
　また、ラベルボックス表示領域内に臓器毎に表示されるアイコンの種類は、デフォルト
で設定されていても良いし、ユーザが好みで追加、削除、編集（ラベル名の変更）等でき
るようにしても良い。
【００６４】
　ラベルボックス表示領域内におけるアイコンの配列については、例えば、病変名の五十
音順又はアルファベット順に設定されても良いし、アイコンの使用頻度（即ち、病変ラベ
ルが付与される頻度）に応じて設定されても良い。アイコンの使用頻度に応じて配列を設
定する場合、統計的に取得された病変の発生頻度を基に設定しても良いし、当該画像管理
装置５において各病変ラベルが体内画像に付与された回数をカウントし、この回数に応じ
て設定することとしても良い。
【００６５】
　なお、アイコンの使用頻度に応じてアイコンの配列を決定する場合、使用頻度が高いア
イコンをサムネイル領域の近傍に配置すると良い。例えば、図３に示すように、ラベルボ
ックス表示領域１０８を読影画面１００の右辺に沿って配置する場合、使用頻度が高いア
イコンを画面の下側に配置する。それにより、縮小画像１０５ａ、１０５ｂ、…をアイコ
ン１１１ａ～１１１ｄにドラッグ＆ドロップの際のポインタの移動量が低減されるので、
ラベル付与作業におけるユーザの負担を軽減することが可能となる。
【００６６】
（変形例１－６）
　画面に表示された画像（縮小画像又は主表示画像）をラベルボックス表示領域内のアイ
コンと関連付ける操作を行うことにより、体内画像に対して病変ラベル以外の種々の情報
が付与されるようにしても良い。図１０は、体内画像に対するコメントの付加が可能な読
影画面の表示例である。図１０に示す読影画面１４０において、ユーザ所望のアイコンに
対して所定のポインタ操作（例えば、マウスの右クリック）がなされた場合、表示制御部
１９は、表示部１５に対し、テキスト入力欄が設けられたコメント入力ウィンドウ１４１
を表示させる。制御部１６は、コメント入力ウィンドウ１４１に対するテキスト入力操作
に応じて、入力されたテキスト情報を、選択されたアイコンに対応する病変ラベルと関連
付けてラベル記憶部１４ｃに記憶させる。なお、図１０は、ただれを示すアイコン１１１
ｂに対してコメント入力ウィンドウ１４１が表示された状態を示している。
【００６７】
　このようにコメントが入力されたアイコンに対して、画面上のポインタ操作により体内
画像が関連付けられた場合、ラベル付与部２０は、その体内画像に対して当該病変ラベル
を付与すると共にコメントを付加し、画像データと関連付けて記憶部１４に記憶させる。
これにより、例えばレポート作成時には予めコメントが入力された状態となるので、ユー
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ザはコメント入力の手間を省くことができる。更には、読影者とレポート作成者とが異な
る場合であっても、付加されたコメントを介して、読影者の医学的判断をレポート作成者
に正しく伝えることができる。
【００６８】
（変形例１－７）
　ユーザは、読影中の体内画像に気になる所見は認められるが病変を確定することができ
ないといったときに、そのような体内画像を他の体内画像と区別して管理しておきたい場
合がある。そこで、判断を保留した体内画像に対して一時的に付与するためのラベル（例
えば保留ラベル）を設けても良い。図１１に示す読影画面１５０は、ラベルボックス表示
領域１０８内に、保留ラベルに対応するアイコン１５１を表示した例を示す。このような
アイコンを設けておくことにより、ユーザは、保留ラベルが付与された体内画像を後から
抽出して詳細に観察し、判断を確定させることができるようになる。従って、ユーザは、
一連の体内画像の観察をスムーズに進めることができ、作業効率を向上させることが可能
となる。
【００６９】
（変形例１－８）
　病変ラベルに対応するアイコンを用いたラベル付け作業は、読影画面以外において実施
できるようにしても良い。図１２は、そのようなラベル付け作業をレポート作成画面にお
いて実施する場合の表示例である。
【００７０】
　図１２に示すレポート作成画面１６０は、患者情報領域１０１及び診察情報領域１０２
に加えて、ユーザが所見を記入するための所見入力領域１６１と、読影中にユーザが選択
したキャプチャ画像が縮小して表示されるキャプチャ画像表示領域１６２と、病変ラベル
に対応するアイコン１６３ａ～１６３ｄが配置されるラベルボックス表示領域１６３とを
含む。この内、所見入力領域１６１及びキャプチャ画像表示領域１６２には、それぞれ、
スクロールバー１６４、１６５が設けられている。
【００７１】
　このようなレポート作成画面１６０におけるポインタ操作により、いずれかのキャプチ
ャ画像が選択されると、ラベル抽出部１８は、選択されたキャプチャ画像に対応する病変
ラベルを抽出する。これに応じて、表示制御部１９は、表示部１５に対し、抽出された病
変ラベルに対応するアイコンをラベルボックス表示領域１６３に表示させる。例えば図１
２においては、胃を表すキャプチャ画像１６２ａに対応して、ラベルボックス表示領域１
６３内に、胃に対応する病変ラベルである出血を示すアイコン１６３ａ、ただれを示すア
イコン１６３ｂ、腫瘍を示すアイコン１６３ｃ、及び癌を示すアイコン１６３ｄが表示さ
れている。
【００７２】
　さらに、画面上のポインタ操作により、選択されたキャプチャ画像とアイコン１６３ａ
～１６３ｄのいずれかとが関連付けられると、ラベル付与部２０は、選択されたキャプチ
ャ画像に対応する体内画像に、当該アイコンに対応する病変ラベルを付与する。例えば、
図１２は、キャプチャ画像１６２ａをドラッグしてアイコン１６３ａにドロップする様子
を示している。
【００７３】
　このように、レポート作成画面１６０においても、ユーザは簡単な操作により体内画像
に病変ラベルを付与することができる。従って、レポート作成段階において、体内画像に
病変ラベルを付与するために再度読影画面を見直すといった作業が不要となり、作業効率
を向上させることが可能となる。
【００７４】
（変形例１－９）
　１つの体内画像に対して付与できる病変ラベルの数は限定されない。例えば、ある体内
画像に対して２つ以上の病変ラベルを付与したい場合、画面表示された体内画像（又はサ
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ムネイル領域内の縮小画像）をドラッグして所望のアイコンにドロップする操作を順次行
えば良い。それにより、体内画像がドロップされたアイコンに対応する病変ラベルが、当
該体内画像に順次追加して付与される。
【００７５】
　また、体内画像に対して一旦付与された病変ラベルを削除できるようにしても良い。こ
の場合、例えば、所望の体内画像（又はサムネイル領域内の縮小画像）に対する所定のポ
インタ操作（例えば、マウスの右クリック）により、病変ラベルの削除メニューを表示さ
せ、この削除メニューに対するポインタ操作に応じて、体内画像に付与された病変ラベル
が削除されるようにすれば良い。或いは、病変ラベルを削除するための削除アイコンを画
面上に設け、病変ラベルが付与された体内画像をドラッグして削除アイコンにドロップす
るポインタ操作により、当該体内画像から病変ラベルが削除されるようにしても良い。
【００７６】
　さらに、体内画像に対して一旦付与された病変ラベルを変更できるようにしても良い。
この場合、上記のとおり病変ラベルを削除し、新たに病変ラベルを付与するポインタ操作
（所望の病変ラベルに対応するアイコンへのドラッグ＆ドロップ）を行なえば良い。或い
は、病変ラベルが既に付与された体内画像を、別の病変ラベルに対応するアイコンと関連
付けるポインタ操作を行うことより、当該体内画像の病変ラベルが別の病変ラベルに変更
されることとしても良い。この場合、病変ラベルを追加する場合のポインタ操作と、病変
ラベルを変更する場合のポインタ操作とが互いに異なるように操作を設定すると良い。例
えば、病変ラベルを追加する場合には、マウスの左ボタンを押した状態で体内画像をドラ
ッグし、所望の病変ラベルに対応するアイコンにドロップすることとする。一方、病変ラ
ベルを変更する場合には、マウスの右ボタンを押した状態で体内画像をドラッグし、所望
の病変ラベルに対応するアイコンにドロップすることとする。
【００７７】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。
　図１３は、実施の形態２に係る画像管理装置の構成を示すブロック図である。図１３に
示すように、実施の形態２に係る画像管理装置６は、図２に示す制御部１６の構成に対し
て、ラベル選択部２２及びラベル付与画像抽出部２３を追加した制御部２１を備える。ラ
ベル選択部２２は、画面上のポインタ操作により選択されたアイコンに対応する病変ラベ
ルを選択する。ラベル付与画像抽出部２３は、ラベル選択部２２によって選択された病変
ラベルが付与された体内画像を抽出する。その他の構成については、図２に示すものと同
様である。
【００７８】
　次に、画像管理装置６の動作について、図１４～１６を参照しながら説明する。図１４
～図１６は、表示部１５に表示される読影画面の表示例を示す模式図である。
【００７９】
　図１４に示す読影画面２００において、ラベルボックス表示領域１０８内のアイコン１
１１ａ～１１１ｄの近傍には、展開ボタン２０１ａ～２０１ｄがそれぞれ表示されている
。また、サムネイル領域１０５内の縮小画像１０５ａ、１０５ｂ、…の内、ラベル付与済
みの縮小画像１０５ａ、１０５ｂ、１０５ｆ近傍のラベル表示領域１１０には、それぞれ
に付与された病変ラベルが表示されている。
【００８０】
　このような読影画面２００におけるポインタ操作により、展開ボタン２０１ａ～２０１
ｄのいずれかが選択された場合、ラベル付与画像抽出部２３は、記憶部１４に記憶された
体内画像の内から、選択された展開ボタンに対応するアイコンの病変ラベルが付与された
体内画像を抽出する。また、表示制御部１９は、表示部１５に対し、ラベル付与画像抽出
部２３によって抽出された体内画像の縮小画像をサムネイル領域１０５に表示させる。図
１５に示す読影画面２１０は、潰瘍を示すアイコン１１１ａに対応する展開ボタン２０１
ａが選択された結果、潰瘍ラベルが付与された体内画像の縮小画像２０２ａ～２０２ｆが
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サムネイル領域１０５に展開表示されている例を示している。このとき、アイコン１１１
ａ近傍に表示されていた展開ボタン２０１ａ（図１４参照）は、折畳ボタン２０３に変化
している。
【００８１】
　また、読影画面２１０におけるポインタ操作により折畳ボタン２０３が選択された場合
、表示制御部１９は、サムネイル領域１０５における表示を、元の縮小画像（ユーザに選
択された縮小画像１０５ａ、１０５ｂ、…の表示）に切り替える（図１４参照）。
【００８２】
　一方、読影画面２１０において、縮小画像２０２ａ～２０２ｆのいずれかが所定のポイ
ンタ操作（例えば所望の縮小画像をクリック）により選択された場合、表示制御部１９は
、選択された縮小画像に対応する体内画像及びその近傍画像（撮像時間が隣接する体内画
像）を主表示領域１０３に表示させると共に、サムネイル領域１０５における表示を、ユ
ーザ選択による通常の縮小画像に切り替える。例えば図１５において縮小画像２０２ｆが
選択された場合、主表示領域１０３には、縮小画像２０２ｆに対応する体内画像１０３ｅ
とその次に撮像された体内画像１０３ｆとが表示される（図１６）。なお、このとき、主
表示領域１０３における画像の遷移（即ち、スライダ１０６の移動）に伴い、ラベルボッ
クス表示領域１０８に表示されるアイコン１１４ａ～１１４ｃも変化する。
【００８３】
　以上説明したように、実施の形態２によれば、ユーザ所望の病変ラベルが付与された体
内画像を、当該病変ラベルに対応するアイコンを選択する操作のみで抽出して表示させる
ことができるので、読影作業を行うユーザの利便性を高めることが可能となる。
【００８４】
　また、実施の形態２によれば、体内画像を病変ラベル毎にグループ化して管理すること
ができるので、ユーザは、所望の病変ラベルが付与された体内画像群を簡単な操作で利用
することが可能となる。
【００８５】
（変形例２－１）
　病変ラベルに対応したアイコンを利用することにより、病変ラベル毎の体内画像群に対
して様々な処理を施すことが可能である。
　図１７は、病変ラベル毎の体内画像群を一括出力する場合を示す。図１７に示す読影画
面２２０において、ユーザ所望のアイコンに対して所定のポインタ操作（例えば、アイコ
ンのダブルクリック、右クリック等）がなされた場合、表示制御部１９は、表示部１５に
対し、体内画像の処理に関する命令が記載されたメニューを、当該アイコンの近傍に表示
させる。例えば図１７は、癌を示すアイコン１１１ｄに対して、レポートファイルへの体
内画像の添付による出力処理（エクスポート）、及び外部機器への体内画像の出力処理が
記載されたメニュー２２１が表示されている状態を示している。
【００８６】
　このようなメニュー２２１に対するポインタ操作によりユーザ所望の処理が選択された
場合、ラベル付与画像抽出部２３は、当該アイコン（図１７の場合、アイコン１１１ｄ）
に対応する病変ラベルが付与された体内画像群を抽出し、制御部２１は、抽出された体内
画像群に対して選択された処理を一括して実行する。例えば、図１７の場合、癌ラベルが
付与された体内画像群がレポートファイルに添付により出力される。
【００８７】
（変形例２－２）
　病変ラベル毎の体内画像群を一括処理する場合、体内画像群に対する処理に対応するア
イコンを画面に表示しておいても良い。例えば図１８に示す読影画面２３０には、レポー
トエクスポート処理を示すアイコン２３１ａと、エクスポート処理を示すアイコン２３１
ｂとが表示された操作ボックス表示領域２３１が設けられている。このような読影画面２
３０において、ユーザ所望の病変ラベルに対応するアイコンとユーザ所望の処理に対応す
るアイコンとを関連付けるポインタ操作がなされると、制御部２１は、ユーザ所望の病変
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ラベルが付与された体内画像群に対し、選択されたアイコンに対応する処理を施す。例え
ば図１８は、潰瘍を示すアイコン１１１ａがドラッグされてアイコン２３１ａにドロップ
される状態を示している。この場合、潰瘍ラベルが付与された体内画像群が、レポートフ
ァイルに一括して添付される。
【００８８】
（変形例２－３）
　図１９は、病変ラベル毎の体内画像群に対して、付帯情報の一括編集を行う画面の表示
例である。図１９に示す読影画面２４０において、ユーザ所望の病変ラベルに対応するア
イコンに対して所定のポインタ操作（例えば、マウスのダブルクリック、右クリック等）
がなされた場合、表示制御部１９は、表示部１５に対し、テキスト入力用のウィンドウを
当該アイコンの近傍に表示させる。例えば図１９は、癌を示すアイコン１１１ｄ近傍に、
病変名の編集用のテキスト入力欄と、コメント入力用のテキスト入力欄とが設けられたラ
ベル編集ウィンドウ２４１が表示されている状態を示している。
【００８９】
　このようなラベル編集ウィンドウ２４１に対してテキスト入力操作がなされた場合、制
御部２１は、選択されたアイコンに対応する病変ラベルが付与された体内画像に対して、
病変名の変更／修正や、コメント付加等の処理を一括して行う。例えば図１９の場合、癌
ラベルが付与された体内画像に対して、コメントが一括して付加される。これにより、病
変ラベルの病変名やコメントに誤記等があった場合でも、体内画像１枚ごとに修正する必
要はなくなり、一括して修正することが可能となる。
【００９０】
（変形例２－４）
　図２０は、病変ラベル毎の体内画像群に対する一括処理をオーバービュー（静止画一覧
表示）画面上で実施する場合の表示例である。なお、オーバービュー画面２５０における
表示対象の画像は、全ての体内画像、或いは、予め定められた抽出条件又はユーザにより
設定された抽出条件に基づき抽出された体内画像（代表画像）である。
【００９１】
　図２０に示すオーバービュー画面２５０は、患者である被検体１の識別情報が表示され
る患者情報領域１０１と、被検体１に対して行った診察の識別情報を表示する診察情報領
域１０２と、体内画像の静止画が一覧表示される一覧表示領域２５１と、病変ラベルに対
応するアイコン２５２ａ～２５２ｈが表示されるラベルボックス表示領域２５２とを含む
。この内、一覧表示領域２５１には、スクロールバー２５３が設けられている。また、ラ
ベルボックス表示領域２５２には、アイコン２５２ａ～２５２ｈに対する選択を解除する
際に使用される解除ボタン２５４も表示されている。
【００９２】
　オーバービュー画面２５０において、アイコン２５２ａ～２５２ｈのいずれも選択され
ていない場合、表示制御部１９は、表示部１５に対し、記憶部１４に記憶されている画像
データに基づき、全ての体内画像を所定の順序（例えば撮像時間順）及び所定の配列（例
えば左から右に向かう順序）で一覧表示領域２５１に表示させる。
【００９３】
　一方、画面上のポインタ操作によりアイコン２５２ａ～２５２ｈのいずれかが選択され
た場合、ラベル付与画像抽出部２３は、選択されたアイコンに対応する病変ラベルが付与
された体内画像を記憶部１４から抽出する。また、表示制御部１９は、表示部１５に対し
、抽出された体内画像を、上記所定の順序及び所定の配列で一覧表示領域２５１に表示さ
せる。例えば図２０は、出血を示すアイコン２５２ａが選択され、出血ラベルが付与され
た体内画像群が表示されている状態を示している。
【００９４】
　また、画面上のポインタ操作により、アイコン２５２ａ～２５２ｈのいずれかが選択さ
れた状態で別のアイコンがさらに選択された場合、ラベル付与画像抽出部２３は、新たに
選択されたアイコンに対応する体内画像をさらに抽出する。また、表示制御部１９は、表



(17) JP 5197892 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

示部１５に対し、既に一覧表示領域２５１に表示されている体内画像に続けて、新たに抽
出された体内画像を表示させる。例えば図２０の場合、出血を示すアイコン２５２ａの次
に潰瘍を示すアイコン２５２ｃが選択されると、出血ラベルが付与された体内画像群に続
けて、潰瘍ラベルが付与された体内画像群が一覧表示領域２５１に表示される。
【００９５】
　さらに、解除ボタン２５４に対して所定のポインタ操作（例えばクリック）がなされる
と、アイコン２５２ａ～２５２ｈに対する選択が解除される。この場合、表示制御部１９
は、表示部１５に対し、再び、当該オーバービュー画面２５０の表示対象である体内画像
の全てを一覧表示領域２５１に表示させる。
【００９６】
　以上説明したように、この変形例２－４によれば、体内画像を病変ラベル毎に一覧表示
することができる。
【００９７】
（変形例２－５）
　変形例２－４においては、ユーザ所望の病変ラベルが付与された体内画像群のみを画面
に一覧表示させたが、全ての体内画像を病変ラベル毎にユーザ所望の順序に入れ替えて表
示させても良い。この場合、例えば図２０に示すアイコン２５２ａ～２５２ｈをユーザ所
望の順序で全て選択すれば良い。
【００９８】
（変形例２－６）
　図２０に示すようなオーバービュー画面は、通常の読影画面から直接遷移できるように
しても良い。例えば、図３に示す読影画面１００において、ラベルボックス表示領域１０
８内のアイコン１１１ａ～１１１ｄのいずれかが所定のポイント操作（例えばダブルクリ
ック）により選択された場合、表示制御部１９は、表示部１５に対し、操作対象のアイコ
ンに対応する病変ラベルが付与された体内画像群が一覧表示されたオーバービュー画面２
５０を表示させる。反対に、オーバービュー画面２５０において、一覧表示領域２５１内
の体内画像のいずれかが所定のポイント操作（例えばダブルクリック）により選択された
場合、表示制御部１９は、表示部１５に対し、選択された体内画像及びその近傍画像が主
表示領域１０３に配置された読影画面１００を表示させる。
【００９９】
（変形例２－７）
　図２１は、動画用の読影画面の表示例を示す模式図である。図２１に示す読影画面２６
０は、患者である被検体１の識別情報が表示される患者情報領域１０１と、被検体１に対
して行った診察の識別情報を表示する診察情報領域１０２と、体内画像の動画が表示され
る主表示領域２６１と、主表示領域２６１に動画表示される体内画像の再生操作の入力を
受け付ける再生操作ボタン群２６２と、主表示される動画のキャプチャ画像がサムネイル
として縮小表示されるサムネイル領域１０５と、病変ラベルに対応するアイコン１１１ａ
～１１１ｄが表示されるラベルボックス表示領域１０８とを含む。
【０１００】
　このような動画用の読影画面２６０においても、体内画像を病変ラベル毎に処理するこ
とが可能である。例えば、読影画面２６０において、ラベルボックス表示領域１０８内の
アイコン１１１ａ～１１１ｄのいずれかが所定のポインタ操作（例えばダブルクリック）
によって選択された場合、ラベル付与画像抽出部２３は、選択されたアイコンに対応する
病変ラベルが付与された体内画像を記憶部１４から抽出する。また、表示制御部１９は、
表示部１５に対し、抽出された体内画像を動画表示又はコマ送り表示（スライドショー）
で主表示領域２６１に表示させる。例えば図２１の場合、潰瘍を示すアイコン１１１ａが
選択され、潰瘍ラベルが付与された体内画像がコマ送り表示されている状態を示している
。
【０１０１】
　或いは、画面上のポインタ操作により、ラベルボックス表示領域１０８内のアイコン１
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１１ａ～１１１ｄのいずれかが選択された状態で別のアイコンがさらに選択された場合、
ラベル付与画像抽出部２３は、新たに選択されたアイコンに対応する体内画像をさらに抽
出する。また、表示制御部１９は、表示部１５に対し、主表示領域２６１に現在表示され
ている体内画像に続けて、新たに抽出された体内画像をさらに表示させる。
【０１０２】
（変形例２－８）
　病変ラベル毎の体内画像群に対する一括処理は、読影画面以外の画面において行っても
良い。例えば図１２に示すレポート作成画面１６０において、アイコン１６３ａ～１６３
ｄを選択することにより、対応する病変ラベルが付与された体内画像の縮小画像を一覧表
示させたり、アイコン１６３ａ～１６３ｄに対する操作により、同じ病変ラベルが付与さ
れた体内画像に一括してコメントを付加する等の処理を行うことができる。
【０１０３】
（変形例２－９）
　上記実施の形態２においては、１回の検査によって取得された一連の体内画像に対する
処理について説明したが、１人の患者に対して実施された複数検査により取得された体内
画像や、複数の患者に対して実施された検査により取得された体内画像に対する管理を行
っても良い。
【０１０４】
　図２２は、１人の患者に対して異なる時期に実施された検査の結果を比較して示す経過
観察画面の表示例である。図２２に示す経過観察画面２７０の主表示領域２７１には、前
回検査において取得された体内画像と、今回検査において取得された体内画像とが並べて
表示される。このような経過観察画面２７０におけるポインタ操作により、ラベルボック
ス表示領域１０８内のアイコン１１１ａ～１１１ｄのいずれかが選択されると、ラベル付
与画像抽出部２３は、前回検査において取得された体内画像及び今回検査において取得さ
れた体内画像の内から、それぞれ、選択されたアイコンに対応する病変ラベルが付与され
た体内画像を抽出する。また、表示制御部１９は、表示部１５に対し、抽出された体内画
像を主表示領域２７１に並べて表示させる。例えば図２２は、潰瘍ラベルが付与された体
内画像２７１ａ（検査日：２０１０年３月３日）及び体内画像２７１ｂ（検査日：２０１
１年３月３日）が表示された状態を示している。
【０１０５】
（変形例２－１０）
　図２３は、複数の患者に対して実施された検査の結果を症例集として示すアトラス画面
の表示例である。図２３に示すアトラス画面２８０は、症例名等の情報が記載されるタイ
トル表示領域２８１と、症例画像２８２ａ～２８２ｄ及び関連情報が表示される症例表示
領域２８２と、病変ラベルに対応するアイコン２８３ａ～２８３ｈが表示されるラベルボ
ックス表示領域２８３とを含む。この内、症例表示領域２８２にはスクロールキー２８４
が設けられている。
【０１０６】
　このようなアトラス画面２８０におけるポインタ操作により、ラベルボックス表示領域
２８３内のアイコン２８３ａ～２８３ｈのいずれかが選択されると、ラベル付与画像抽出
部２３は、複数患者に対してそれぞれなされた検査の結果（体内画像群）から、選択され
たアイコンに対応する病変ラベルが付与された体内画像を抽出する。また、表示制御部１
９は、表示部１５に対し、抽出された体内画像を、患者名及び検査日等の関連情報並びに
各体内画像に挿入コメントと共に、症例表示領域２８２に表示させる。例えば図２３は、
潰瘍を示すアイコン２８３ｄが選択され、潰瘍ラベルが付与された体内画像が表示された
場合を示している。
【０１０７】
（実施の形態３）
　次に本発明の実施の形態３について説明する。
　実施の形態３に係る画像管理装置の構成については、図２に示すものと同様であり、ラ
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ベル抽出部１８が病変ラベルを抽出する際に、体内画像の特徴量に応じて病変ラベルに優
先順位を付与する点が実施の形態１とは異なる。
【０１０８】
　本実施の形態３において、ラベル抽出部１８は、特徴量記憶部１４ｂに記憶されている
特徴量に基づいて、一連の体内画像全体としての病変の傾向を取得し、その傾向に応じて
病変ラベルに優先順位を付与する。例えば、赤色が強い体内画像が所定数又は所定の割合
（例えば、一般的な症例の平均値）以上含まれる場合、出血ラベル及び血管異形成ラベル
の優先順位を高くする。また、白色が強い体内画像が所定数又は所定の割合以上含まれる
場合、侵食ラベルの優先順位を高くする。
【０１０９】
　表示制御部１９は、表示部１５に対し、ラベル抽出部１８によって付与された優先順位
に従って、各病変ラベルに対応するアイコンをラベルボックス表示領域内に表示させる。
【０１１０】
　図２４は、読影画面の表示例を示す模式図である。図２４の読影画面３００に表示され
た体内画像群は、主表示領域１０３内の体内画像３０１ａ、３０１ｂや、サムネイル領域
１０５内の縮小画像３０２ａ～３０２ｆに示すように、赤色領域の割合が高い体内画像を
多く含む。そのため、ラベルボックス表示領域１０８には、アイコン３０３ａ～３０３ｈ
の内、優先順位の高い出血を示すアイコン３０３ａ及び血管異形成を示すアイコン３０３
ｂが、順位に従って画面の上方から表示される。なお、アイコンの優先表示の形態として
は、優先順位に従って上方から配置する形態に限定されず、例えば、優先順位の高いアイ
コンの色や形状や大きさを他のアイコンと異ならせたり、優先順位の高いアイコンが操作
し易くなるように主表示領域１０３又はサムネイル領域１０５の近傍に配置するなどして
良い。
【０１１１】
（変形例３－１）
　上記実施の形態３においては、病変ラベルの優先順位に従って全てのアイコンをラベル
ボックス表示領域１０８に配置したが、選択された体内画像の臓器に応じて抽出された病
変に対応するアイコンを、優先順位に従って表示するようにしても良い。
【０１１２】
（実施の形態４）
　次に本発明の実施の形態４について説明する。
　図２５は、実施の形態４に係る画像管理装置の構成を示すブロック図である。図２５に
示すように、実施の形態４に係る画像管理装置７は、図１３に示す制御部２１の構成に対
してラベル付与画像抽出部２３の代わりに病変画像抽出部２５を含む制御部２４を備える
。病変画像抽出部２５は、ラベル選択部２２によって選択された病変ラベルに対応する可
能性のある体内画像を、記憶部１４に記憶された各体内画像の特徴量に基づいて抽出する
。また、実施の形態４において、ラベル記憶部１４ｃは、各病変ラベルに対応する体内画
像の特徴量情報を記憶している。その他の構成については、図１３に示すものと同様であ
る。
【０１１３】
　図２６は、読影画面の表示例を示す模式図である。図２６に示す読影画面４００におい
て、ラベルボックス表示領域１０８には、ラベル記憶部１４ｃに記憶されているラベルに
対応するアイコン４０１ａ～４０１ｈが表示される。
【０１１４】
　読影画面４００におけるポインタ操作によりアイコン４０１ａ～４０１ｈのいずれかが
選択されると、ラベル選択部２２は、選択されたアイコンに対応する病変ラベルを選択す
る。それに応じて、病変画像抽出部２５は、選択された病変ラベルに対応する特徴量情報
をラベル記憶部１４ｃから取得する。また、病変画像抽出部２５は、特徴量記憶部１４ｂ
に記憶されている各体内画像の特徴量を取得し、選択された病変ラベルの特徴量情報を参
照することにより、当該病変ラベルに対応する体内画像を抽出する。さらに、表示制御部
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縮小画像をサムネイル領域１０５に表示させる。
【０１１５】
　例えば図２６は、腫瘍を示すアイコン４０１ｅが選択され、腫瘍の特徴量情報に当ては
まる体内画像に対応する縮小画像４０２ａ～４０２ｆがサムネイル領域１０５に表示され
ている状態を示している。ユーザは、各縮小画像４０２ａ～４０２ｆを直接、或いは対応
する体内画像を主表示領域１０３に表示させて観察することにより、抽出された体内画像
が実際にその病変に該当するのか否かを確認することができる。
【０１１６】
　さらに、画面上におけるポインタ操作により、縮小画像４０２ａ～４０２ｆ（又はこれ
を主表示領域１０３内の体内画像）と選択されたアイコンとが関連付けられると、抽出さ
れた体内画像に対する当該病変ラベルの付与が確定される。
【０１１７】
　以上説明したように、実施の形態４によれば、ユーザは、各病変ラベルに対応して抽出
された体内画像に対して、その病変に該当するか否かを確認すれば良いので、全ての体内
画像を観察する手間を省くことができ、読影作業の効率を向上させることができる。
【０１１８】
　以上説明した実施の形態は、本発明を実施するための例にすぎず、本発明はこれらに限
定されるものではない。本発明は、仕様等に応じて種々変形することが可能であり、更に
本発明の範囲内において、他の様々な実施の形態が可能であることは、上記記載から自明
である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１　被検体
　２　カプセル型内視鏡
　３　受信装置
　４　クレードル
　５、６、７　画像管理装置
　１０　入力部
　１１　インタフェース部
　１２　一時記憶部
　１３　画像処理部
　１４　記憶部
　１４ａ　画像データ記憶部
　１４ｂ　特徴量記憶部
　１４ｃ　ラベル記憶部
　１４ｄ　プログラム記憶部
　１５　表示部
　１６、２１、２４　制御部
　１７　画像選択部
　１８　ラベル抽出部
　１９　表示制御部
　２０　ラベル付与部
　２２　ラベル選択部
　２３　ラベル付与画像抽出部
　２５　病変画像抽出部
　３０　アンテナユニット
　３０ａ～３０ｈ　受信アンテナ
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